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亀山市税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（年当たりの割合の基礎となる日数） （年当たりの割合の基礎となる日数） 

第１１条 前条、第３４条第２項、第４３条第３項、第４４条第２項、

第４６条第１項及び第４項、第５８条第２項、第７９条第２項、第

１０５条第５項、第１０８条第２項、第１２４条第２項並びに第１２６

条第２項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定め

る年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当た

りの割合とする。 

第１１条 前条、第３４条第２項、第４３条第３項、第４４条第２項、

第４６条         、第５８条第２項、第７９条第２項、第

１０５条第５項、第１０８条第２項、第１２４条第２項及び 第１２６

条第２項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定め

る年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当た

りの割合とする。 

（法人の市民税の申告納付） （法人の市民税の申告納付） 

第４３条 （略） 第４３条 （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により法人税に係る申告書を

提出する義務がある法人で同法第８１条の２４第１項の規定の適用を

受けているものが、同条第４項の規定の適用を受ける場合には、当該

法人及び当該法人との間に連結完全支配関係（同法第２条第１２号の

７の７に規定する連結完全支配関係をいう。第４４条第３項及び第４６

条第４項において同じ。）がある連結子法人（同法第２条第１２号の

７に規定する連結子法人をいう。第４４条第３項及び第４６条第４項

において同じ。）（連結申告法人（同法第２条第１６号に規定する連

結申告法人をいう。第４６条第４項において同じ。）に限る。）につ

７ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により法人税に係る申告書を

提出する義務がある法人で同法第８１条の２４第１項の規定の適用を

受けているものが、同条第４項の規定の適用を受ける場合には、当該

法人及び当該法人との間に連結完全支配関係（同法第２条第１２号の

７の７に規定する連結完全支配関係をいう。第４４条第３項及び第４６

条第２項において同じ。）がある連結子法人（同法第２条第１２号の

７に規定する連結子法人をいう。第４４条第３項及び第４６条第２項

において同じ。）（連結申告法人（同法第２条第１６号に規定する連

結申告法人をいう。第４６条第２項において同じ。）に限る。）につ
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いては、同法第８１条の２４第４項の規定の適用に係る当該申告書に

係る連結法人税額（法第３２１条の８第４項に規定する連結法人税額

をいう。以下この項及び第４６条第４項において同じ。）の課税標準

の算定期間（当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第４６

条第４項において同じ。）に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属

法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付

すべき均等割額については、当該連結法人税額について法人税法第８１

条の２４第１項の規定の適用がないものとみなして、第７条の規定を

適用することができる。 

いては、同法第８１条の２４第４項の規定の適用に係る当該申告書に

係る連結法人税額（法第３２１条の８第４項に規定する連結法人税額

をいう。以下この項及び第４６条第２項において同じ。）の課税標準

の算定期間（当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第４６

条第２項において同じ。）に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属

法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付

すべき均等割額については、当該連結法人税額について法人税法第８１

条の２４第１項の規定の適用がないものとみなして、第７条の規定を

適用することができる。 

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金） （法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金） 

第４６条 法人税法第７４条第１項又は第１４４条の６第１項の規定に

より 法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第７５条

の２第１項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人

税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人

税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべ

き均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標

準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日から同項の規定によ

り延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年７．３

パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付しなければならない。 

第４６条 法人税法第７４条第１項又は第１４４条の６第１項の規定に

よって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第７５条

の２第１項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人

税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人

税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべ

き均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該法人税額の課税標

準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日から同項の規定によ

り延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年７．３

パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付しなければならない。 

２ 第４３条第５項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この

場合において、同条第５項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる
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期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１

条の１１第１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知し

て提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項

に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあ

るのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があっ

た日（その日が第４６条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末

日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）から第

４６条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとす

る。 

３ 第４４条第４項の規定は、第１項の延滞金額について準用する。こ

の場合において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げ

る期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてさ

れた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第４８条の１５の５

第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」

とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付が

あった日（その日が第４６条第１項の法人税額の課税標準の算定期間

の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）か

ら同条第１項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとす

る。 

 

４ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により 法人税に係る申告書

を提出する義務がある法人で同法第８１条の２４第１項の規定の適用

を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結

子法人（連結申告法人に限る。）は、当該申告書に係る連結法人税額

２ 法人税法第８１条の２２第１項の規定によって法人税に係る申告書

を提出する義務がある法人で同法第８１条の２４第１項の規定の適用

を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結

子法人（連結申告法人に限る。）は、当該申告書に係る連結法人税額
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の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得（同法第２条

第１８号の４に規定する連結所得をいう。）に対する連結法人税額に

係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれ

と併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該

連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した

日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間

の日数に応じ、年７．３パーセントの割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連結所得（同法第２条

第１８号の４に規定する連結所得をいう。）に対する連結法人税額に

係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれ

と併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当該

連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した

日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間

の日数に応じ、年７．３パーセントの割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付しなければならない。  

５ 第４３条第５項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この

場合において、同条第５項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる

期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１

条の１１第１項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知し

て提出した修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の２第３項

に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあ

るのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があっ

た日（その日が第４６条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間

の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）か

ら第４６条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるもの

とする。 

 

６ 第４４条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用する。こ

の場合において、同条第４項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げ

る期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてさ

れた当該増額更正により納付すべき市民税又は令第４８条の１５の５
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第４項に規定する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」

とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付が

あった日（その日が第４６条第４項の連結法人税額の課税標準の算定

期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である場合には、同日）

から同条第４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものと

する。 

附 則 附 則 

（延滞金の割合等の特例） （延滞金の割合等の特例） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 当分の間、第４６条第１項及び第４項に規定する延滞金の年７．３

パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基準割合適用

年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とす

る。 

２ 当分の間、第４６条        に規定する延滞金の年７．３

パーセントの割合は、同条 の規定にかかわらず、特例基準割合適用

年中においては、当該特例基準割合適用年における特例基準割合とす

る。 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第８条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１

項（第１号に係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の

基準割引率が年５．５パーセントを超えて定められる日からその後年

５．５パーセント以下に定められる日の前日までの期間（当該期間内

に前条第２項の規定により第４６条第１項及び第４項に規定する延滞

金の割合を前条第２項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期

間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」

という。）内（法人税法第７５条の２第１項（同法第１４４条の８に

第８条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条第１

項（第１号に係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の

基準割引率が年５．５パーセントを超えて定められる日からその後年

５．５パーセント以下に定められる日の前日までの期間（当該期間内

に前条第２項の規定により第４６条に        規定する延滞

金の割合を同項   に規定する特例基準割合とする年に含まれる期

間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」

という。）内（法人税法第７５条の２第１項（同法第１４４条の８に
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おいて準用する場合を含む。）の規定により延長された法第３２１条

の８第１項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第８１条の２４

第１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申

告書の提出期限が当該年５．５パーセント以下に定められる日以後に

到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する

場合における当該市民税に係る第４６条の規定による延滞金にあって

は、当該年５．５パーセントを超えて定められる日から当該延長され

た申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内にその申告基準日

の到来する市民税に係る第４６条第１項及び第４項に規定する延滞金

の年７．３パーセントの割合は、これらの規定及び前条第２項の規定

にかかわらず、当該年７．３パーセントの割合と当該申告基準日にお

ける当該商業手形の基準割引率のうち年５．５パーセントの割合を超

える部分の割合を年０．２５パーセントの割合で除して得た数を年

０．７３パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合（当

該合計した割合が年１２．７７５パーセントの割合を超える場合には、

年１２．７７５パーセントの割合）とする。 

おいて準用する場合を含む。）の規定により延長された法第３２１条

の８第１項に規定する申告書の提出期限又は法人税法第８１条の２４

第１項の規定により延長された法第３２１条の８第４項に規定する申

告書の提出期限が当該年５．５パーセント以下に定められる日以後に

到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する

場合における当該市民税に係る第４６条の規定による延滞金にあって

は、当該年５．５パーセントを超えて定められる日から当該延長され

た申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内にその申告基準日

の到来する市民税に係る第４６条に        規定する延滞金

の年７．３パーセントの割合は、同条    及び前条第２項の規定

にかかわらず、当該年７．３パーセントの割合と当該申告基準日にお

ける当該商業手形の基準割引率のうち年５．５パーセントの割合を超

える部分の割合を年０．２５パーセントの割合で除して得た数を年

０．７３パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合（当

該合計した割合が年１２．７７５パーセントの割合を超える場合には、

年１２．７７５パーセントの割合）とする。 

２ （略） ２ （略） 

（土地に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各年度分

の固定資産税の特例に関する用語の意義） 

（土地に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分

の固定資産税の特例に関する用語の意義） 

第２０条 次条から附則第２６条までにおいて、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に掲げる規定に定めるところによる。 

第２０条 次条から附則第２６条までにおいて、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に掲げる規定に定めるところによる。 

（１）～（５）（略） （１）～（５）（略） 
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（６）前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第１８条第６項（附則

第２４条の場合には   、法附則第１９条第２項において準用する

法附則第１８条第６項） 

（６）前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第１８条第６項（附則

第２４条の場合にあっては、法附則第１９条第２項において準用する

法附則第１８条第６項） 

（平成３１年度又は平成３２年度における土地の価格の特例） （平成２８年度又は平成２９年度における土地の価格の特例） 

第２１条 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値

を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地

の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の価格

をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資

産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対

して課する固定資産税の課税標準は、第６６条の規定にかかわらず、

平成３１年度分又は平成３２年度分の固定資産税に限り、当該土地の

修正価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正価格をいう。）

で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

第２１条 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値

を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地

の修正前の価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の価格

をいう。）を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資

産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対

して課する固定資産税の課税標準は、第６６条の規定にかかわらず、

平成２８年度分又は平成２９年度分の固定資産税に限り、当該土地の

修正価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正価格をいう。）

で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平成３１年度適用土地又は平

成３１年度類似適用土地であって、平成３２年度分の固定資産税につ

いて前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年

度分の固定資産税の課税標準は、第６６条の規定にかかわらず、修正

された価格（法附則第１７条の２第２項に規定する修正された価格を

いう。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平成２８年度適用土地又は平

成２８年度類似適用土地であって、平成２９年度分の固定資産税につ

いて前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年

度分の固定資産税の課税標準は、第６６条の規定にかかわらず、修正

された価格（法附則第１７条の２第２項に規定する修正された価格を

いう。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

（宅地等に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各年度

分の固定資産税の特例） 

（宅地等に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の固定資産税の特例） 

第２２条 宅地等に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分 第２２条 宅地等に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分
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の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、

当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の

課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価

格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に

１００分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、

当該宅地等調整固定資産税額とする。 

の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、

当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の

課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価

格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に

１００分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、

当該宅地等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から平成３２

年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固

定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額を超える場合には   、同項の規定にかかわらず、

当該固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成２７年度から平成２９

年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固

定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額を超える場合にあっては、同項の規定にかかわらず、

当該固定資産税額とする。 
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３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から平成３２

年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固

定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額に満たない場合には   、同項の規定にかかわらず、当該固

定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成２７年度から平成２９

年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固

定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額に満たない場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該固

定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．７

以下のものに係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の固

定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年

度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、前年度分の固定資産税の課税標準額  にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上０．７

以下のものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の固

定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年

度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該課税標準額           にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超え

るものに係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の固定資

産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超え

るものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の固定資

産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得
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た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額とする。 

た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額とする。 

（農地に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各年度分

の固定資産税の特例） 

（農地に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分

の固定資産税の特例） 

第２４条 農地に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の

固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当

該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の

課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水

準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当

該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）

を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

第２４条 農地に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の

固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当

該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の

課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水

準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当

該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）

を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

（略） 
 

（略） 

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例） 

第２９条 附則第２２条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地

等（附則第２０条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９

第２９条 附則第２２条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地

等（附則第２０条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３４９
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条の３、第３４９条の３の２又は法附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用がある宅地等を除く。）に対して課する平成３０年度

から平成３２年度までの各年度分の特別土地保有税については、第

１２２条第１号及び第１３０条中「当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附

則第２２条第１項から第５項までに規定する課税標準となるべき額」

とする。 

条の３、第３４９条の３の２又は法附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用がある宅地等を除く。）に対して課する平成２７年度

から平成２９年度までの各年度分の特別土地保有税については、第

１２２条第１号及び第１３０条中「当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附

則第２２条第１項から第５項までに規定する課税標準となるべき額」

とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平

成１８年１月１日から平成３３年３月３１日までの間にされたものに

対して課する特別土地保有税については、第１２２条第２号中「不動

産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課

税標準となるべき価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がな

いものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。）に２分

の１を乗じて得た額」とし、「令第５４条の３８第１項に規定する価

格」とあるのは「令第５４条の３８第１項に規定する価格（法附則第

１１条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における価格を

いう。）に２分の１を乗じて得た額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平

成１８年１月１日から平成３０年３月３１日までの間にされたものに

対して課する特別土地保有税については、第１２２条第２号中「不動

産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課

税標準となるべき価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がな

いものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。）に２分

の１を乗じて得た額」とし、「令第５４条の３８第１項に規定する価

格」とあるのは「令第５４条の３８第１項に規定する価格（法附則第

１１条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における価格を

いう。）に２分の１を乗じて得た額」とする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 
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亀山市都市計画税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

附 則 

１～６ 略 

附 則 

１～６ 略 

（宅地等に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各年度

分の都市計画税の特例） 

（宅地等に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の都市計画税の特例） 

７ 宅地等に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の都市

計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該

宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第７０

２条の３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条

に定める率を乗じて得た額。以下同じ。）に１００分の５を乗じて得

た額を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、

当該宅地等調整都市計画税額とする。 

７ 宅地等に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市

計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該

宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第７０

２条の３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条

に定める率を乗じて得た額。以下同じ。）に１００分の５を乗じて得

た額を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、

当該宅地等調整都市計画税額とする。 

８ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から平成３ ８ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成２７年度から平成２
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２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整

都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１９項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額を超える場合には   、前項の

規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

９年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整

都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１９項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額を超える場合にあっては、前項の

規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

９ 附則第７項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から平

成３２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等

調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１９項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額に満たない場合には   、附則第

７項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

９ 附則第７項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成２７年度から平

成２９年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等

調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１９項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額に満たない場合にあっては、附則第

７項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上

０．７以下のものに係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度

分の都市計画税の額は、附則第７項の規定にかかわらず、当該商業地

等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６以上

０．７以下のものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の都市計画税の額は、附則第７項の規定にかかわらず、当該商業地

等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準
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額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額とする。 

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額とする。 

１１ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超

えるものに係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の都市

計画税の額は、附則第７項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗

じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額とする。 

１１ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７を超

えるものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市

計画税の額は、附則第７項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗

じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額とする。 

１２（略） １２（略） 

（農地に対して課する平成３０年度から平成３２年度までの各年度分

の都市計画税の特例） 

（農地に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分

の都市計画税の特例） 

１３ 農地に係る平成３０年度から平成３２年度までの各年度分の都市

計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農

地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税

１３ 農地に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市

計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農

地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税
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標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左

欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を

乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額（以下「農地調整都市計

画税額」という。）を超える場合には、当該農地調整都市計画税額と

する。 

標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左

欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を

乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額（以下「農地調整都市計

画税額」という。）を超える場合には、当該農地調整都市計画税額と

する。 

（略） 
 

（略） 

１４及び１５（略） １４及び１５（略） 
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亀山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２６条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が５４

万円を超える場合には、５４万円）、同条第３項本文の後期高齢者支

援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１９万円を超える場合には、１９万円）並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が１６万円を超える場合には、１６万円）の合算額

とする。 

第２６条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に

対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額

からア及びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が５４

万円を超える場合には、５４万円）、同条第３項本文の後期高齢者支

援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が１９万円を超える場合には、１９万円）並びに同条第４項

本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が１６万円を超える場合には、１６万円）の合算額

とする。 

（１）（略） （１）（略） 

（２）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２７

万５，０００円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

号に該当する者を除く。) 

（２）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき２７

万円    を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前

号に該当する者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

（３）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき５０

万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該

（３）法第７０３条の５に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が、３３万円に被保険者及び特定同一世帯所属者１人につき４９

万円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者（前２号に該
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当する者を除く。） 当する者を除く。） 

ア～カ （略） ア～カ （略） 
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